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 第 2 編 大分県中部圏地域公共交通計画 

1 はじめに 

1-1 計画策定の背景と目的 

大分県内の幹線的な公共交通網は、県都である大分市を中心に放射状に伸びる鉄道網と、
それらを補完するように市町間を連絡する路線バス網によって構築されている。 

なかでも中部圏の幹線的な公共交通は鉄道を基軸としており、圏域内や隣接する市町間
の移動は JR 日豊本線、JR 久大本線、JR 豊肥本線が大きな役割を果たしている。鉄道を補
完するように運行する幹線的な路線バス網は、主に、圏域内外の市町間を移動する通勤者
や高校生、各市町内で利用する小学生・中学生等の通学需要に対応した運行を行っている。 

一方、県都である大分市を有する中部圏においても、各市で人口減少および少子化・高
齢化が進行し、特に郊外部ではその傾向が顕著であり、幹線的な公共交通の利用者の減少
や収益性の悪化の要因となっている。 

また、深刻な公共交通の担い手不足や新型コロナウイルス感染症の感染拡大による利用
者の急減と収益性の悪化など、公共交通事業をとりまく環境は過去に例をみないほど悪化
しており、県 や来訪者の移動 段としての公共交通を維持していくためには、 治体と
交通事業者、利用者が相互に協力の上、地域の輸送資源の総動員と最適化による公共交通
体系の改善が不可欠となっている。 

そこで、本計画では、大分県中部圏を対象として「大分県中部圏地域公共交通計画」を
策定し、計画に定める事業の実施を通じて、持続可能な公共交通網の構築を促進すること
を目的とする。 
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1-2 本計画の位置づけ 
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2 計画の対象区域 

大分市、別府市、由布市からなる中部圏の 3 市を対象とする。 
なお、圏域外へ幹線路線バスや鉄道が運行されていることに鑑み、中部圏の周辺市町と

連携を図るものとする。 
 

 
図 102 本計画の対象地域 

 
 

3 計画期間 

令和 5 年（2023 年）4   令和 8 年（2026 年）9 月までを計画期間とする。 
  

中部圏 
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4 中部圏の地域公共交通に求められる課題 

第 1 編において整理した中部圏の地域特性や公共交通の現状をもとに、「利便性」「効率
性」「持続可能性」の観点から以下のように課題を整理する。 
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4-1 「利便性」に関する課題 

（1） 移動弱者に寄り添う公共交通への転換 

問題点 

 中部圏の圏域内では、郊外部を中心に各市で高齢化が進行しており、加齢
に伴う 体機能の低下により移動弱者となる住 の増加が懸念される。 

 「自宅や目的地周辺までの公共交通の運行」、「運賃の均一化（エリア定額
等）」のように、従来の定時定路線による運行や定期乗車券のような特定の
区間のみの利用が可能な運賃システムでは対応が難しい意見が多くみら
れることから、多様化する移動ニーズへの柔軟な対応が求められている。 

 特に、高齢者層からは、「運転免許返納時の支援（運賃補助等）」という回
答も多くみられることから、加齢とともに運転免許返納後の移動手段に対
する関心が高くなっている。 

  

課題 
 少子化や高齢化・人口減少の動向を踏まえ、公共交通の主なターゲット層

の 1 つである高齢者をはじめとする移動弱者の個別化・多様化する移動ニ
ーズに対応可能な移動手段への転換を図ることが必要である。 

 

 
図 103 年齢別の公共交通を見直す際に重視すること（再掲） 
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（2） 広域移動時における移動手段の確保 

問題点 

 中部圏内に居住または通学する住 のうち、広域かつ 量の移動が存在す
るのは主に高校生の通学利用となっているが、公共交通のうち利用されて
いるのは主に鉄道（JR）であり、路線バスの利用は少数にとどまる。 

 自家用車利用は、路線バス利用の約 3 4 倍、別府市と由布市に通学する
高校生の送迎頻度は、「通学時は毎日」という回答が約 50%に達するため、
通学時の移動手段として公共交通が十分に機能していないことが伺える。 

 公共交通を利用しない理由としても、「家族に送迎してもらっている」とい
う意見が多く、通学手段として自家用車の利用が根付いている。また、「運
行本数が少ない」という意見も多いことから、通学時において公共交通網
が対応できていない潜在的な移動ニーズが存在する。 

  

課題 
 鉄道網と連携した路線バス等の運行によって、通学等の広域移動時に公共

交通を利用できる環境の構築が必要である。 

 

 
図 104 天候別の移動手段（高校生） 

  
図 105 通学先別の送迎頻度（高校生）

（再掲） 
図 106 通学先別の公共交通を利用しない 

理由（高校生）（再掲） 

資料：中部圏高校生アンケート 
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（3） 圏域外からの来訪者に対応した移動環境の確保 

問題点 
 公共交通利用に支障となっているのは「運賃」に加え、「乗り継ぎ場所の利

便性」、「目的地まで訪問できる運行ルート」、「運行頻度」、「公共交通間の
接続時間」等の公共交通環境に起因している。 

  

課題 
 複数の移動手段で連携した MaaS 等の取組みの推進や情報提供の改善、公

共交通間の接続性の改善等によって、来訪者の移動環境の改善に取り組む
ことが重要である。 

 
 

 
図 107 公共交通を利用すると仮定した場合に重視すること 

資料：令和 2 年度大分県観光客 Web アンケート 
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4-2 「効率性」に関する課題 

（1） 多様な地域公共交通サービスの整理 

問題点 
 中部圏には、JR や路線バス等の公共交通だけでなく、公共交通以外にスク

ールバスや病院送迎、福祉送迎等、多様な移動サービスが混在しており、
一部の移動サービスでは、競合区間が存在している。 

 

課題 
 中部圏内の多様な地域公共交通サービスを整理し、需要と供給の適切なバ

ランスを保つため、路線の再編や統廃合等による改善が必要である。 

 
表 4 中部圏の輸送資源の状況（再掲） 

運行エリア 輸送資源 

 圏域内外  日豊本線、 久大本線、 豊肥本線 
 

 
 （ 年度就航予定） 
 高速バス（ 号、とよのくに号、やまびこ号、ゆふいん号、九州

横断バス、サンライト号、大分空港エアライナー、湯布院高速リムジ
ンバス、佐臼ライナー） 

 大分バス   ：伯大線、臼杵線 
 大分交通   ：国大線、辻間・日出団地線 
    
 臼津交通   ：臼関線 
 国東観光バス ：杵大線 

圏域内 
（市間） 

 大分バス  ：佐賀関線、野津原線、大学病院線 
 大分交通  ：鉄輪線、鶴見丘線、別大線 
   

市
内 

大分市  大分バス・大分交通（大分市内各線） 
 中心市街地循環バス（大分きゃんバス） 
 大分市ふれあい交通 
 コミュニティバス 
 タクシー 

別府市  ） 
 タクシー 

由布市  コミュニティバス（シャトルバス） 
 タクシー 

公 共 交 通
以外 

 スクールバス 
 病院送迎 
 福祉送迎 
 宿泊施設送迎等 

 

広
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（2） 輸送資源の総動員による効率性向上 

問題点 

 中部圏で運行されているスクールバスは、登下校以外の時間帯で活用され
ていない事例がある。 

 中部圏内を運行する交通事業者からも運転手不足に伴う役割の整理への
意見がある。 

  

課題 

 関係各課や保護者との調整によるスクールバスの空き時間の活用等につ
いて、地域ごとの事情を考慮した検討が必要である。 

 地域の輸送資源を有効に活用することで、利便性を維持しながら財政負担
の軽減を図る必要がある。 

 
表 5 中部圏の学校におけるスクールバス・スクールタクシーの運行状況 

該当する市 運行状況 

大分市 大分高校、大分中学校 

別府市 別府市立東山幼小中学校、明星小学校、明豊中学校 

由布市 混乗のスクールバス（小学校・中学校）として運行中（５コース） 
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（3） 路線再編による運行効率の改善 

問題点 

 国大線の 1 便あたりの利用者数は、28.3 人と他路線に比べて多いが、国大
線は 2 時間程度運 する  路線である。また、時間帯別の利 者数も 
分駅方面 1 便目以外は平均値を下回っており、利用される便が限られるな
ど、運行効率性が低下していることが懸念される。 

 国 線は、国杵線（国東 杵築）や杵 線（杵築  分）、別 線（別府 
大分）などの路線と概ね同様の区間を運行している。 

 国大線の利用状況については、杵築バスターミナルで利用の分断がみら
れ、 分市 国東市までの区間を乗り続ける利 は両  ともに約 10 
20％程度と少数に限られている。 

  

課題 
 国大線をはじめとする路線は、児童や生徒、学生の通学利用や高齢者の買

い物や通院といった日常生活を送る上での利便性を確保しつつ、ダイヤや
便数、運行区間など、関係路線と併せた路線の再編を行う必要がある。 

 

 
図 108 路線別の 1 便あたりの利用者数（再掲） 

 
図 109 国大線関連路線の運行区間（再掲） 

 
図 110 時間帯別利用者数（国大線） 

資料：令和 3 年度中部圏路線バス利用実態調査 

※大学病院線の調査区間は大学病院以遠（由布市区間）のみ 
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図 111 国大線（国東方面）の利用状況（再掲） 

 
図 112 国大線（大分方面）の利用状況（再掲） 

 

 
図 113 国大線（国東方面）の 

利用区間の内訳（再掲） 

 
図 114 国大線（国東方面）の 

利用区間の内訳（再掲） 

資料：令和 3 年度中部圏路線バス利用実態調査 
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4-3 「持続可能性」に関する課題 

（1） 縮小する移動ニーズに対応した移動サービスへの転換 

問題点 

 中部圏 3 市は、人口減少・高齢化が進行しており、今後は年少人口だけで
なく高齢人口も減少していくことが推計されている。 

 少子化及び高齢人口の増加に伴い、将来的に免許保有率の低下が懸念され
る。 

 高齢化に伴い、外出頻度は低下する傾向があるため、中部圏内における移
動ニーズ（特に高齢者）は縮小することが予測される。 

 

課題 
 高齢化および運転免許の保有率の低下により縮小する移動ニーズに対し

て、適切な移動サービスへの転換が必要である。 
 

 
図 115 大分市の人口・高齢化率推移（再掲） 図 116 別府市の人口・高齢化率推移（再掲） 

 
図 117 由布市の人口・高齢化率推移（再掲） 
 

図 118 年齢別の外出頻度（再掲） 

 
図 119 年齢別の自動車運転免許の保有状況（再掲） 

資料（人口・高齢化率推移）：国勢調査、将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
資料（性年齢別の外出頻度、性年齢別の外出頻度） Web アンケート 
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（2） 深刻な運転手不足への対応 

問題点 

 全国のバスおよびタクシーの運転者数は、近年減少傾向にある。特に、タ
クシーの運転者数は平成 22 年度から令和元年度までの間で約 10 万人
（43%）減少している。 

 令和元年度時点での運転者の平均年齢は、バス運転者が 50.7 歳、タクシー
運転者が 59.7 歳であり、近年高くなる傾向にあるため、運転者の高齢化が
深刻である。 

 自動車運転職業の有効求人倍率は、全職業平均に比べ、2 倍以上の数値を
示していることから、運転者の需要に対して、供給が追い付いていない。 

 将来的に、公共交通の担い手（運転者）不足により、現在の運行水準の維
持、継続的な公共交通サービスの提供が困難になる事態が懸念される。 

  

課題 
 持続可能な地域公共交通の実現には、限られたマンパワーという制約条件

のもとで、需要と供給の最適化が必要である。 

 

図 120 営業用バス運転者数（全国）と 
平均年齢（全国）（再掲） 

図 121 タクシー運転者数（全国）と 
平均年齢（全国）（再掲） 

資料：賃金構造基本統計調査（厚生労働省） 

 
図 122 運転関連産業の有効求人倍率の推移（全国）（再掲） 

資料：一般職業紹介状況（厚生労働省） 
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（3） ニューノーマルに対応した公共交通への転換 

問題点 

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、近年における公共交通機関の
利用者数は大きく減少している。 

 緊急事態宣言が発出された令和 2 年 4   5 月の九州全体の輸送人員は、
鉄道と一般路線バス事業では令和元年度比で約半減、また県をまたぐ移動
については特に強く自粛を要請されていたことから、高速バスや貸切バ
ス、旅客船事業は九州全体で対前年比約２割の輸送人員に留まった。 

 同宣言が発出された令和 3 年 1   3 月の九州全体の輸送人員は、鉄道と
一般路線バス事業では令和元年度の同月比で約 7 割、高速バスや旅客船事
業は九州全体で 3 4 割の輸送人員に留まるなど、影響がみられた。 

 緊急事態宣言終了後は学校の授業や経済活動の再開等に伴い、公共交通機
関の利用者数も多少回復したが、鉄道や路線バスでは九州全体で未だ対前
年 ７ ８割程度と、感染症の発 以前の 準を回復するまでには って
おらず、交通事業者にとっては非常に厳しい状況が続いている。 

 

課題 
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、新たな生活様式が確立され

つつある。そのため、変化する移動ニーズへの柔軟な対応が必要である。 
 

    
    

    
図 123 新型コロナウイルス感染症拡大下における九州内の公共交通機関の輸送人員の推移 

（緑線：R2/R1 R3/R1、赤線：R4/R1 JR 九州のみ令和 4 年 11 月の値）（再掲） 
出典：国土交通省九州運輸局資料 
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5 計画の基本的な方針、目標 

5-1 基本的な方針と目標 

第 1 編に記載した課題に対応し、「安心」「活力」「発展」の大分県を実現していくため、
基本的な方針を以下の通り定める。 

また、基本的な方針に基づいた大分県中部圏における公共交通の課題解決のため、3 つ
の計画目標を定める。 

 
 

市町村との連携のもとで、大分県の生活や経済活動の基
盤を支える公共交通ネットワークの構築 

基本的
な方針 

計
画
の
目
標 

広域移動を担う公共交通ネットワークの利便性向上 

目
標
① 

潜在的な移動ニーズに対応できる公共交通ネットワークへの改善を図るこ
とで、輸送人員の低下やバス利用頻度の減少を食い止め、公共交通の人口
カバー率の向上を目指す。 

変化する移動ニーズに対応した輸送資源の最適化 

目
標
② 

移動ニーズに対して適切な移動サービスを提供することと、輸送資源の総
動員・最適化を行うことにより、乗合事業（路線バス事業）の収益性は一
定の水準で食い止めながら、公共交通事業および公的輸送資源全般に係る
財政負担額の維持・縮小を図る。 

利用者・事業者・自治体協働による持続性の向上 

目
標
③ 

輸送サービスの利便性向上や最適化等の施策と連携し、利用者・交通事業
者・自治体の協働による様々な利用促進策を実施し、公共交通への理解の
醸成および公共交通への転換の促進を図る。 
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5-2 地域の現状・問題点と計画の目標の関係 

 

 
  

対
象
地
域
の
現
状 

公
共
交
通
の
現
状 
教
育
政
策 

観
光
政
策 

ま
ち
づ
く
り 

政
策 

移
動
に
関
す
る 

地
域
の
現
状 

① 郊外部を中心とした人口減少・高齢化 

② 移動ニーズの縮小化 

⑤ 観光需要の低迷 

④ 通学需要の縮小と学校の統廃合 

① 利用の低迷するバス路線・便の存在 

②  

③ 幹線バス路線・フィーダー路線の収益悪化 

④ 多様な地域公共交通サービスの混在 

① 県におけるまちづくり政策との整合性 

② 九州の東の玄関口としての拠点化の推進 

①  

② 広域的な観光ルートの形成 

③ 交通環境の整備の推進 

① 通学路における安全の確保 

⑤ 深刻な運転手不足 

③ 低密な居住地の広範囲への分布 

③ 大分都市圏の交通体系の強化 

利便性 

① 

② 

③ 

 

① 

② 

① 

 

② 

③ 

効率性 

持続可能性 

③ 

④ 幹線道路網の整備の推進 



 

 85 

 
 
 
 

 
  

地域間路線・地域内路線による持続
 

 

 

立の推進 

情報提供の改善 

 

 

 

目標  

目標  

移動弱者に寄り添う公共交通への転換 

広域移動時における移動手段の確保 

圏域外からの来訪者に対応した移動環

境の確保 

多様な地域公共交通サービスの整理 

輸送資源の総動員による効率性向上 

縮小する移動ニーズに対応した移動サ

ービスへの転換 

深刻な運転手不足への対処 

ニューノーマルに対応した公共交通へ

の転換 

 

 

 

路線再編による運行効率の改善 
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5-3 地域公共交通確保維持事業費補助金交付要綱（地域間幹線系統補助）に基づく
記載事項について 

地域公共交通確保維持事業費補助金交付要綱に基づく、交通計画への記載が必要とな
る事項について、以下のとおり整理する。 

 
（１）地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通に 

おける位置付け・役割 
表 6 中部圏内における地域間幹線系統 

位置付け 系統 役割 確保・維持策 
広域幹線 大分バス：伯大線、臼杵線 

大分交通：国大線 
 

臼津交通：臼関線 

都市拠点か
ら市外への
広域交通を
担う。 

地域公共交通確保維持事業
（幹線補助）の対象となる
系統については、補助を活
用し持続可能な運行を目指
す。 
補助対象外の系統について
は、交通事業者等関係者と
適宜協議を実施し、今後の
方針について検討する。 

地域内幹線 大分バス：佐賀関線、野津原線、大学病院線 
大分交通：鉄輪線、鶴見丘線、別大線、 

辻間・日出団地線 
バス  

市内並びに
隣接市の各
拠点を連絡
する。 

地域公共交通確保維持事業
（幹線補助）の対象となる
系統については、補助を活
用し持続可能な運行を目指
す。 
補助対象外の系統について
は、交通事業者等関係者と
適宜協議を実施し、今後の
方針について検討する。 

 

（２）（１）を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 
 上記（１）で整理した系統は、広域的な移動需要に対応する幹線系統であり、いずれも通
勤・通学・買物・観光等の需要に対応した系統である。 
 過疎地域はもとより都市圏郊外などで高齢化が進む中、交通手段の確保は大きな課題とな
っていることから、基幹的な役割を担う幹線系統を維持していくことが必要である。 
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（３）地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施 
主体の概要 
 

表 7 中部圏内における地域間幹線系統の概要 

系統名 起点 終点 区分 運行態様 実施主体 幹線補助の活用 

伯大線 金池 T 佐伯駅 ４条乗合 路線定期 交通事業者 ○ 

臼杵線 金池 T 臼杵港 ４条乗合 路線定期 交通事業者 ○ 

国大線 大分駅 国東 ４条乗合 路線定期 交通事業者 ○ 

辻間・日出団地線  川駅 会下 ４条乗合 路線定期 交通事業者  

牧の 峠線 由布院駅 牧の 峠 ４条乗合 路線定期 交通事業者  

サファリ線 別府駅 ｻﾌｧﾘ ４条乗合 路線定期 交通事業者 ○ 

臼関線 臼杵駅 佐賀関 ４条乗合 路線定期 交通事業者  

佐賀関線 大分駅 佐賀関 ４条乗合 路線定期 交通事業者 ○ 

野津原線 県庁前 野津原公 館 ４条乗合 路線定期 交通事業者  

大学病院線 県庁前 向之原駅 ４条乗合 路線定期 交通事業者  

鉄輪線 大分駅 鉄輪 ４条乗合 路線定期 交通事業者  

鶴見丘線 別府駅 鉄輪 ４条乗合 路線定期 交通事業者  

別大線 大分駅 関の江 ４条乗合 路線定期 交通事業者 ○ 

別府 湯布院線 別府駅 由布院駅 ４条乗合 路線定期 交通事業者  

ゆふりん 別府駅 由布院駅 ４条乗合 路線定期 交通事業者  

※幹線補助の活用状況は、令和６年事業年度計画認定申請時点のもの 
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5-4 計画の目標 

 
中部圏において広域移動を担う公共交通ネットワークは JR 日豊本線、JR 久大本線、JR

豊肥本線、高速バス、一部の路線バス（国大線、臼杵線、伯大線、佐賀関線等）が中心であ
り、他の公共交通は概ね各市町内に閉じた移動を担っている。 

一方で、広域的に通学する高校生の通学手段は自家用車による送迎への依存度が高く、
高齢者の買い物や通院目的での移動は大分市や別府市に集中するものの、同様に自家用車
への依存度が非常に高い。公共交通に対するニーズを見ても、移動ニーズに対して適切な
サービスが提供されていない状況が伺え、潜在的なニーズの取りこぼしが発生している。 

しかしながら、郊外部を中心に人口減少と高齢化、少子化に伴う移動ニーズは縮小して
おり、公共交通利用者数や 1 人あたりの利用回数は減少することが予測される。 

これらを鑑みつつ、潜在的な移動ニーズに対応できる公共交通ネットワークへの改善を
図ることで、輸送人員の低下やバス利用頻度の減少を食い止め、公共交通の人口カバー率
の向上を目指す。 

 
■県全域で目指す指標 

    
 

 
乗合バスの年間輸送人員 

千人 
令和 年度  

千人 
令和 年度  

人口減少や感染症拡大
の影響を考慮しつつも、
令和元年度比 割減程
度を維持する 

人口 人当り年間バス利用回数 
回 年 

令和 年度  
回 年 

令和 年度  

本 県 の 過 去 最 低 水 準
（ ： ）を下回ら
ないよう維持する 

 
■中部圏で目指す指標 

    
 

 
乗合バスの年間輸送人員 

千人 
令和 年度  

千人 
令和 年度  

人口減少や感染症拡大
の影響を考慮しつつも、

割減程度を維持する 
交通不便地域の縮小 
 

公共交通人口カバー率 
％ 

令和 年度  
％ 

令和 年度  

運行形態の見直しと連
携し、交通不便地域の
縮小を図る 

  

 目標① 
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■中部圏における公共交通ネットワークの形成方針 

 
位置付け 役割 該当路線 

地
域
間
交
通 

鉄道 
県内広域や県内外を連絡し、通勤通学、買い物等
の日常生活行動だけでなく、観光、ビジネス等、
多様な目的での移動を担う。 

JR 日豊本線、 
JR 久大本線、 
JR 豊肥本線 

航路 

して広域観光における人の移動を担うととも
に、物流上の重要な役割を担う。 

 
 

 
 

航路（R5 年度就航予
定） 

路
線
バ
ス 

幹線 

圏域内外の拠点都市間を連絡し、通勤通学、買い
物、通院等の日常生活行動だけでなく、観光、ビ
ジネス等、多様な目的での移動を担う。 
端部の拠点都市や沿線の地域拠点では他モード
や地域内交通と連絡し、公共交通ネットワーク
を構築する上で特に重要な役割を担う。 

臼杵線、伯大線、大
学病院線、臼関線、
国大線、杵大線、別
大線、鉄輪線、鶴見
丘線、辻間・日出団

線 

準幹線 

主に圏域内の拠点都市と他市町の地域拠点を連
絡し、通勤通学、買い物、通院等の日常生活での
移動を中心に担う。 
他モードや幹線バス路線、地域内交通と連携し、
拠点都市への連絡機能を有する。 

佐賀関線、野津原
線、シャトルバス
（由布市コミュニ
ティバス） 

地
域
内
交
通 

路線バス 
コミュニティバス 

拠点都市や地域拠点から周辺部の居住地や生活
利便施設・観光地等を連絡する近距離の路線で、
地域の移動手段としての役割を担う。 
拠点都市や地域拠点では地域間交通と接続する
ことで広域への移動も可能とする。 

その他の路線バス、
各市の運行するコ
ミュニティバス等 

デマンド交通 



 

 90 

 
少子化に伴う通学移動ニーズの「量」の縮小や、高齢化の更なる進行に伴う移動ニーズ

の「質」の変化（柔軟な移動サービスへの移行）に加えて、感染症拡大の傾向を受けた出控
えや、宅配ニーズの増加等により、求められる移動サービスも変化してきている。 

定時定路線的な移動サービスが求められる通学需要に対し、既存バス路線にスクールバ
ス路線が重複する区間が見られるが、少子化に伴い、双方の輸送人員が減少している。 

また、多様な移動サービスが提供されている状況にはあるが、その反面、自治体の財政
負担額は上昇し、効率性・持続可能性を損なっている。 

そのため、移動ニーズに対して適切な移動サービスを提供することと、輸送資源の総動
員・最適化を行うことにより、乗合事業（路線バス事業）の収益性は一定の水準で食い止め
ながら、公共交通事業および公的輸送資源全般に係る財政負担額の維持・縮小を図る。 

その際、財政負担額の大幅な縮小は利用者の利便を損なう恐れがあることに配慮する。 
 

■県全域で目指す指標 
    

 
 

人口 人あたり営業収入 
円 人 

令和 年度  
円 人 

令和 年度  

本県の過去 年の平均値
（ ）を下回らないよう
維持する 

 
■中部圏で目指す指標 

    
 

 
利用者 人あたり財政負担額 

円 人 
令和 年度  

円 人 
令和 年度  

現在と同程度の水準を維持
する 

輸送資源全体の最適化の推進 
 人口 人あたり公的輸送資源 

に係る財政負担額 
円 人 

令和 年度  
円 人 

令和 年度  

輸送資源の総動員により、現
在と同程度の水準を維持す
る 

 
  

変化する移動ニーズに対応した輸送資源の最適化 目標② 
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公共交通の利用促進を図る上では、サービスの向上や最適化を図ることに加え、高齢者

の公共交通利用の転換においては「自動車免許返納時の公共交通への誘導策」が不足して
おり、また、観光来訪者においても「運賃」施策が必要であることが確認できる。 

高校生の利用においても、新たな移動サービスを提供することではなく、既存の輸送資
源を活用し、公共交通を積極的に活用できる環境作りや動機付けが必要となる。 

そのため、公共交通の潜在的利用ニーズがあると見込まれる観光来訪者及び高校生を中
心とした中部圏居住者の公共交通利用率の向上のため、利用者・事業者・自治体協働で利
用促進に係る取組を実施することで、持続可能な公共交通の実現を目指す。 

 
■県全域で目指す指標 

    
 

 
観光来訪者の公共交通利用率 

 
令和 年度  

％ 
令和 年度  

平成 年度以降の平均

値を維持する 

 
■中部圏で目指す指標 

    
 

 
居住者の公共交通利用率 

 
令和 年度  

 
令和 年度  

利用率の向上を目指す 

 

  

利用者・事業者・自治体協働による持続性の向上 目標③ 
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6 実施事業 

3 つの計画目標の達成に向け、下表に示す個別事業を実施する。各個別事業については、
記載する実施主体が積極的に事業を推進するものとする。 

 
計画の目標 

特定 
事業 

 事業のパッケージ 
  実施事業 実施主体 
目標①：広域移動を担う公共交通ネットワークの利便性向上 
 地域間路線・地域内路線による持続的な公共交通ネットワーク構築 
  圏域内の全公共交通路線について、 

路線の果たすべき役割を再設定 
県、大分市、別府市、由布市、 
鉄道・バス・タクシー事業者 

● 

 移動ニーズにあった路線やダイヤの改善 
  移動ニーズを考慮した路線変更・新設、

ダイヤ変更 
県、大分市、別府市、由布市、 
鉄道・バス事業者 

● 

 新技術を活用した効率性と利便性の両立の推進 
  次世代モビリティサービスの導入促進 県、大分市、別府市、由布市、 

バス・タクシー事業者 
 

目標②：変化する移動ニーズに対応した輸送資源の最適化 
 輸送資源の総動員と最適化 
  サービスの競合する路線における役割

の整理 
県、大分市、別府市、由布市、 
バス・タクシー事業者 

● 

  利用の低迷する路線における交通モー
ドの転換 

県、大分市、別府市、由布市、 
バス・タクシー事業者 

● 

 移動ニーズにあった路線やダイヤの改善（再掲） 
  移動ニーズを考慮した路線変更・新設、

ダイヤ変更 
県、大分市、別府市、由布市、 
鉄道・バス事業者 

● 

 新技術を活用した効率性と利便性の両立の推進（再掲） 
  次世代モビリティサービスの導入促進 県、大分市、別府市、由布市、 

バス・タクシー事業者 
 

目標③：利用者・事業者・自治体協働による持続性の向上 
 新たな利用者の獲得に向けた情報提供の改善 
  公共交通のオープンデータ化の推進 県、大分市、別府市、由布市、 

バス・タクシー事業者 
● 

 移動サービス相互の連携強化 
  幹線と枝線との運行ダイヤの連携 県、大分市、別府市、由布市、 

鉄道・バス・タクシー事業者 
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計画の目標 
特定 
事業 

 事業のパッケージ 
  実施事業 実施主体 
目標③：利用者・事業者・自治体協働による持続性の向上 
 新たな利用者の獲得に向けた情報提供の改善 
  公共交通のオープンデータ化の推進 県、大分市、別府市、由布市、 

バス・タクシー事業者 
● 

 移動サービス相互の連携強化 
  幹線と枝線との運行ダイヤの連携 県、大分市、別府市、由布市、 

鉄道・バス・タクシー事業者 
 

 公共交通の維持に向けた支援 
  路線バス・タクシー運転手の確保 大分県バス協会、大分県タクシー

協会、バス・タクシー事業者、県 
 

  路線の維持に対する沿線自治体の支援 県、大分市、別府市、由布市  
  公共交通サービスを活用した観光移動

の促進 
県、大分市、別府市、由布市、 
鉄道・バス・タクシー事業者 
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6-1 目標①：広域移動を担う公共交通ネットワークの利便性向上 

（１）地域間路線・地域内路線による持続的な公共交通ネットワーク構築 

事業名 圏域内の全公共交通路線について、路線の果たすべき役割を再設定 

事業概要 

市をまたぐ路線バス等について、大分県が中心となり各市・交通事業者ととも
に路線の役割の再設定を図り、路線再編に向けた合意形成を推進する。 
主に各市内で運行する路線については、各市町において路線の役割を再確認
し、路線の再編（利便向上、効率化）を図る。 
中部圏域においては、幹線バス路線のうち、市をまたぐ移動が少ない辻間・日
出団地線等では、高校生等の潜在的な利用ニーズへの対応を検討するほか、鉄
道への接続改善等による利便性向上を推進する。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県  

    

大分市、別府市、 
由布市 

     

鉄道・バス・ 
タクシー事業者 

     

  
 
  

計画期間中の変化に応じ、 
随時、役割の見直しを実施 
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（２）移動ニーズにあった路線やダイヤの改善 

事業名 移動ニーズを考慮した路線変更・新設、ダイヤ変更 

事業概要 

本計画及び各市における公共交通政策に基づき、地域内路線の利用実態及び移
動ニーズを勘案した地域内路線網の再編を行う。特に、拠点（立地施設）の有
する機能や沿線居住実態、居住者の移動実態によって適切な路線とサービス水
準を設定し、利便性の向上と運行の効率化を図る。 
中部圏では、広域を移動するニーズと輸送サービスのミスマッチが存在するた
め、通学需要や通院・買い物需要に対応した路線・ダイヤの改善等について検
討する。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県      

大分市、別府市、
由布市 

     

鉄道・バス事業者      

   
公共交通 
特定事業 

公共交通利便増進実施計画の適用を検討 

 
（３）新技術を活用した効率性と利便性の両立の推進 

事業名 次世代モビリティサービスの導入促進 

事業概要 

AI オンデマンドタクシーや自動運転、MaaS 等の次世代モビリティサービスの
導入について、県や各市、公共交通事業者が連携し、要望等に応じて実証実験
の実施や実験結果を踏まえた新技術の実装の推進を図る。 
また、大分県の推進する次世代モビリティサービスの導入に向けた取り組みに
おける知見を活用し、各市での導入の際に技術的な助言を適宜実施する。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県  

    

大分市、別府市、 
由布市 

     

バス・タクシー 
事業者 

     

  

利便増進 
実施計画 
の策定 

継続的に改善を実施 

継続的に改善を実施 

実証実験の実施や実装に向けた技術的な助言 

新技術の導入検討 
 必要性に応じ導入 
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6-2 目標②：変化する移動ニーズに対応した輸送資源の最適化 

（１）輸送資源の総動員と最適化 

事業名 サービスの競合する路線における役割の整理 

事業概要 

中部圏の圏域内ではスクールバスと路線バスが重複して運行する区間が存在
するため、公共交通利用低迷や運転手不足、自治体財政負担額の増加等の要因
になっている。主にスクールバスとの役割分担を明確化し、路線バスでの通学
対応やスクールバスの一般混乗化等についても検討することで、移動サービス
の整理を行う。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県      

大分市、別府市、
由布市 

     

バス・タクシー 
事業者 

     

  
公共交通 
特定事業 

公共交通利便増進実施計画の適用を検討 

 
事業名 利用の低迷する路線における交通モードの転換 

事業概要 
各市の地域公共交通計画等と協働し、利用者の低迷するバス路線等について、
地域状況を考慮しながら、コミュニティバス化やデマンド交通化等、交通モー
ドの転換を図る。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県      

大分市、別府市、
由布市 

     

バス・タクシー 
事業者 

     

  
公共交通 
特定事業 

公共交通利便増進実施計画の適用を検討 

  

利便増進 
実施計画 
の策定 

継続的に改善を実施 

継続的に改善を実施 

利便増進 
実施計画 
の策定 

継続的に改善を実施 

継続的に改善を実施 



 

 97 

 

（２）移動ニーズにあった路線やダイヤの改善（再掲） 

事業名 移動ニーズを考慮した路線変更・新設、ダイヤ変更 

事業概要 

本計画及び各市における公共交通政策に基づき、地域内路線の利用実態及び移
動ニーズを勘案した地域内路線網の再編を行う。特に、拠点（立地施設）の有
する機能や沿線居住実態、居住者の移動実態によって適切な路線とサービス水
準を設定し、利便性の向上と運行の効率化を図る。 
中部圏では、広域を移動するニーズと輸送サービスのミスマッチが存在するた
め、通学需要や通院・買い物需要に対応した路線・ダイヤの改善等について検
討する。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県      

大分市、別府市、
由布市 

     

鉄道・バス事業者      

   
公共交通 
特定事業 

公共交通利便増進実施計画の適用を検討 

 
（３）新技術を活用した効率性と利便性の両立の推進（再掲） 

事業名 次世代モビリティサービスの導入促進 

事業概要 

AI オンデマンドタクシーや自動運転、MaaS 等の次世代モビリティサービスの
導入について、県や各市、公共交通事業者が連携し、要望等に応じて実証実験
の実施や実験結果を踏まえた新技術の実装の推進を図る。 
また、大分県の推進する次世代モビリティサービスの導入に向けた取り組みに
おける知見を活用し、各市での導入の際に技術的な助言を適宜実施する。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県  

    

大分市、別府市、 
由布市 

     

バス・タクシー 
事業者 

     

  

実証実験の実施や実装に向けた技術的な助言 

新技術の導入検討 
 必要性に応じ導入 

利便増進 
実施計画 
の策定 

継続的に改善を実施 

継続的に改善を実施 
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6-3 目標③：利用者・事業者・自治体協働による持続性の向上 

（１）新たな利用者の獲得に向けた情報提供の改善 

事業名 公共交通のオープンデータ化の推進 

事業概要 
利用者の利便増進に資するため、「標準的なバス情報フォーマット」の形式で乗
合バス運行情報のオープンデータ化を推進する。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県   
 

  

大分市、別府市、
由布市 

     

バス・タクシー 
事業者 

     

  
 

（２）移動サービス相互の連携強化 

事業名 幹線と枝線との運行ダイヤの連携 

事業概要 

広域移動時の利便性を向上させるため、運行事業者間で連携し、枝線と幹線と
の運行ダイヤの接続性の向上を図る。 
中部圏では幹線的な生活移動は主に JR が担っていることから、JR のダイヤを
軸とした路線バス・コミュニティバス等のダイヤ設定についても検討し、広域
移動における利便性を向上させることで、潜在的なニーズの取り込みを図る。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県      

大分市、別府市、
由布市 

     

鉄道・バス・ 
タクシー事業者 

     

  
 

  

オープンデータ化を推進 

利便増進 
実施計画 
の策定 

継続的に改善を実施 

継続的に改善を実施 
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（３）公共交通の維持に向けた支援 

事業名 路線バス・タクシー運転手の確保 

事業概要 
バス・タクシー事業者の説明会やバス運転体験会等を定期的に開催し、運転手
の確保に向けた取り組みを推進する。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県バス協会      

大分県タクシー
協会 

 

    

バス・タクシー 
事業者 

     

大分県      

  
 

事業名 路線の維持に対する沿線自治体の支援 

事業概要 

中部圏で運行する多くの公共交通路線は、利用者の減少等によって収益性が低
下しており、沿線自治体からの支援が不可欠となっている。持続的な公共交通

公共交通の維持のための支援についても継続的に実施する。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県   
 

  

大分市、別府市、
由布市 

     

  
 
  

関係者が協働し、定期的に開催 

公共交通の維持のため、継続的な支援を実施 
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事業名 公共交通サービスを活用した観光移動の促進 

事業概要 
県内の豊富な観光資源を活かし、様々な公共交通資源を総合的に活用した観光
移動の促進のため、県、各市、交通事業者やその他関連企業・団体等が連携し
た公共交通利用促進策を実施する。 

実施主体 
実施時期 

 

実施主体 
スケジュール 

令和４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

大分県      

大分市、別府市、
由布市 

     

鉄道・バス・ 
タクシー事業者 

     

  
 

 
  

継続的な利用促進策を実施 
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7 計画の達成状況の評価 

7-1 計画の推進体制 

地域公共交通活性化再生法及び交通政策基本法に基づき、下表に示す役割のもと、大
分県、大分市、別府市、由布市が中 となり、交通事業者、地域住 とともに計画の推進
を図る。 

 
表 8 計画の推進体制と役割 

実施主体 役割 

大分県 
主に地域間路線・準地域間路線について、関係各市と密接
な連携を図りつつ主体的に地域公共交通の活性化及び再
生に取り組む 

大分市、別府市、由布市 
関係者と相互に密接な連携を図りつつ主体的に地域公共
交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に
取り組む 

交通事業者 
公共交通事業の継続努力 
旅客運送サービスの質の向上 
地域公共交通の利用を容易にするための情報提供・充実 

地域住 等 公共交通機関の積極的な利用 

国 
情報の収集・整理・分析・提供 
研究開発の推進 
人材の養成・資質向上 
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7-2 PDCA サイクルによる計画の継続的な改善 

目標を達成するためには、計画的に事業を進めることが重要である。そのために、継続
的に取組を実施していく（Do）と同時に、その取組結果を詳細に把握・評価し（Check）、
課題が見つかればさらに見直しを検討・調整し（Action）、新たな取組の計画を立案する
（Plan）という「PDCA」のサイクルに基づいて、達成状況の評価を進めていく。 

実施にあたっては、大分県地域公共交通活性化協議会を年１回以上開催し、事業の進 
捗について把握し、評価を行うとともに、圏域ごとに設置した分科会についても、年１ 
回以上開催し、進捗状況の共有や改善策等についての検討を行う。 

 
 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 

事業実施 
      

 

                   

モニタリング・

評価 

 

 

    

見直し検討・ 

計画改訂 

 

 

 

 

    

効果発言 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

    

 
 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

協議会             

コントロール 

ポイント 
            

実施すること 

            

 

 

D D D D D 計画期間 

9 月末 

C C C C C 

データ収集 データ収集 データ収集 データ収集 

① ② 

地域公共交通計画 
（確保維持改善計画） 第三者評価委員会 

★ ★ ★ 

次年度予算要求 

D 

● P P ● 

● 

C 

A 
前年度実施事業見直し 

検討に基づく計画の改定 

次年度計画の具体化 

事業の実施 

評価の実施 

次年度実施事業 
見直し・改善検討 

 

● 

C 
モニタリングの実施 

A・P A・P A・P 

データ収集 

P 
次期計画の検討 

中間目標値 
最終目標値 ■効果が短期的に発言しやすい目標値

（利用者数、収支率等） 

中間目標値 
最終目標値 

■効果が短期的に発言しにくい目標値

（コミュニティ施策等） 
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 【参考】目標指標の算出根拠 

目標１ 広域移動を担う公共交通ネットワークの利便性向上 

県全域で目指す指標 

【乗合バスの年間輸送人員】 
（現状値）13,707 千人〔令和 2 年度〕  →  （目標値）17,300 千人〔令和 7 年度〕 

乗合バスの年間輸送人員（出典：九州運輸要覧）について人口減少率の推計（令和元年度から令
和 7 年度にかけて△5％）と新型コロナウイルス感染症の影響による輸送人員の減（△5％を想
定）を考慮し、令和元年度比１割減程度を維持することを目標に設定。 
※データ取得方法：九州運輸要覧等の資料により毎年計測 

 
【人口１人あたり年間バス利用回数】 
（現状値）10.8 回／年〔令和 2 年度〕  →  （目標値）16.0 回／年〔令和 7 年度〕 

乗合バスの年間輸送人員と大分県の人口から一人あたりの年間バス利用回数を算出。 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大前における本県の過去最低水準（16.0 回：H23）を下回ら
ないように維持することを目標に設定する。 
※データ取得方法：九州運輸要覧等の資料により毎年計測 

 
 

中部圏で目指す指標 

【乗合バスの年間輸送人員】 
（現状値）12,878 千人〔令和 4 年度〕  →  （目標値）11,590 千人〔令和 7 年度〕 

乗合バスの年間輸送人員のうち中部圏内における輸送人員（各市町、バス事業者に聞き取り）に
ついて人口減少の推計と新型コロナウイルス感染症の影響による輸送人員の減を考慮し、現状
から１割減程度を維持することを目標に設定。 
※データ取得方法：各市町、バス事業者への聞き取りにより毎年計測 

 
【公共交通人口カバー率】 
（現状値）92％〔令和 4 年度〕  →  （目標値）94％〔令和 7 年度〕 

鉄道駅から 500ｍ以内、バス停及びバス路線から 300ｍ以内に居住している人口分布の割合から
算出。 
※データ取得方法：統計情報等により令和 7 年度の目標値達成状況を算出 
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目標２ 変化する移動ニーズに対応した輸送資源の最適化 

県全域で目指す指標 

【人口１人あたり営業収入】 
（現状値）2,919 円／人〔令和 2 年度〕  →  （目標値）5,650 円／人〔令和 7 年度〕 
乗合バス事業者の営業収入（出典：九州運輸要覧）／大分県の人口により算出した人口１人あた
りの営業収入の過去 10 年間の平均値 5,644 円／人を下回ることがないように設定。 
※データ取得方法：九州運輸要覧等の資料により毎年計測 
 

 

中部圏で目指す指標 

【利用者１人あたり財政負担額】 
（現状値）15.3 円／人〔令和 4 年度〕  →  （目標値）15.3 円／人〔令和 7 年度〕 

中部圏内における公共交通（路線バス、コミュニティバス等）に対する財政負担額委託・補助金
額の総計／中部圏内の公共交通（路線バス、コミュニティバス等）の利用者数により算出。現在
と同程度の水準を維持することを目標に設定。 
※データ取得方法：各市町、バス事業者への聞き取りにより毎年計測 

 
【人口１人あたり公的輸送資源に係る財政負担額】 
（現状値）418.4 円／人〔令和 4 年度〕  →  （目標値）418.4 円／人〔令和 7 年度〕 

政負担額の総計／中部圏域の人口により算出。現在と同程度の水準を維持することを目標に設
定。 
※データ取得方法：各市町、バス事業者への聞き取りにより毎年計測 
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目標３ 利用者・事業者・自治体協働による持続性の向上 

県全域で目指す指標 

【観光来訪者の公共交通利用率】 
（現状値）4.5％〔令和 3 年度〕  →  （目標値）6.0％〔令和 7 年度〕 

大分県観光実態調査より、来訪者のうち公共交通利用した人の割合を算出。 
平成 21 年度以降の平均値である 6.1％を維持する。 
※データ取得方法：各市町、バス事業者への聞き取りにより毎年計測 

 
 

中部圏で目指す指標 

【居住者の公共交通利用率】 
（現状値）24.4％〔令和 3 年度〕  →  （目標値）25.0％〔令和 7 年度〕 

大分県全域で実施した Web 19 歳以上が対象）より、中部圏居住者の公共
交通を利用している人の割合を算出。利用率の向上を目指し、目標を設定。 
※データ取得方法：Web を実施し、令和 7 年度の目標値達成状況を算出 

 


